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中川 雅史 
米原市議会議員  

ｲｿｶﾞｲ ｱｷﾗ 

礒谷 晃 
米原市議会議員  
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後藤 英樹 
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西嶌 照毅 

滋賀県土木交通部技監 

長浜土木事務所長 
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４号委員 

（任期２年） 

ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 

伊藤 信義 
市民委員  

ﾎﾘｴ ｹｲｺ 
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第 28回米原市都市計画審議会議案   
番 号 議  案  名 頁 

議第１号 
米原市都市計画審議会会長の選出および職務を代理する委

員の指名について ３ 

議第２号 
彦根長浜都市計画高溝六味古地区地区計画の決定（米原市決

定）について 
６ 

議第３号 
彦根長浜都市計画中多良西地区地区計画の決定（米原市決

定）について 
13 

議第４号 都市計画法第 34条第 11号に基づく区域の変更について 20 

議第５号 
彦根長浜都市計画顔戸西川地区および顔戸琵琶田地区地区

計画の変更（米原市決定）について 
27 

議第６号 
彦根長浜都市計画坂田駅周辺地区地区計画の変更（米原市決

定）について 
42 

議第７号 
彦根長浜都市計画および米原東北部都市計画火葬場の決定

（米原市決定）について 50 

議第８号 
米原東北部都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）の変

更（米原市決定）について 58 
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議第１号   
米原市都市計画審議会会長の選出および職務を代理する委員の指名について（付議）   

１ 会長の選任および職務を代理する委員の指名について 
米原市都市計画審議会条例第５条第１項および米原市都市計画審議会運営規程第３条第

２項の規定に基づき、同条例第３条第２項第１号の委員のうちから会長を選任したいので、

米原市都市計画審議会に付議します。 
また、同条例第５条第３項の規定に基づき、第３条第２項第１号の委員のうちから会長

の職務を代理する委員を指名いただきたいいので、併せて付議します。  
２ 理由 
米原市都市計画審議会会長の委員任期の満了により、改めて会長を選任するものです。 
また、同様に会長の職務を代理する委員についても指名いただくものです。   

第３条第２項第１号委員（学識経験のある者） 
氏   名        職         名 

井 口  貢 同志社大学政策学部教授 
吉 田 正 子 米原市社会福祉協議会会長 
田 邉 和 雄 天の川沿岸土地改良区理事長 
島 田 廣 巳 建築関係有資格者  
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○米原市都市計画審議会条例（抜粋） 
第５条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の

選挙によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 

○米原市都市計画審議会運営規程（抜粋） 

第２条 条例第５条第１項に定める会長の選挙の方法は、審議会に諮って決める。 

第３条 会長の任期は、委員の任期とする。 

２ 会長がその職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、次に開催される審議会にお

いて前条の規定により会長の選任を行うものとする。 
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米 都 計 第 １ ７ 号 
平成３０年１月３０日  

米原市都市計画審議会  御中  
米 原 市 長  平 尾 道 雄       

米原市都市計画審議会会長の選出および職務を代理する委員の指名について（付議）   
 このことについて、米原市都市計画審議会条例第５条第１項および米原市都市計画審議

会運営規程第３条第２項の規定に基づき、会長を選出したいので、付議します。 
また、同条例第５条第３項に規定に基づき、会長の職務を代理する委員を指名いただき

たいので、併せて付議します。 
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議第２号 
 

 

 

彦根長浜都市計画高溝六味古地区地区計画の決定（米原市決定）について（諮問） 

 

 

 

 このことについて、次のとおり米原市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米原市都市計画審議会 
会長 
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彦根長浜都市計画高溝六味古地区地区計画の決定（米原市決定）について（諮問）  
 

このことについて、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 19条第１項の規定に基づ

き諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米 原 市 長  平 尾 道 雄    
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彦根長浜都市計画地区計画の決定（米原市決定） 
都市計画高溝六味古地区地区計画を次のように決定する。  

名     称 高溝六味古地区地区計画 
位     置 米原市高溝字六味古７番１外 
面     積 約 0.3 ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 
本地区は、ＪＲ坂田駅の北東約 1.6㎞に位置し、県道東上坂近

江線に面する、既存の住宅地と雑種地からなる地区である。県道

を挟んで南側にある既存集落の外縁にあり、地区の東、西、北側

は農地に囲まれている。 

本地区が属する高溝区は、市街化調整区域内の他の既存集落と

同様、居住環境や防災上の課題から、人口減少と高齢化が進行し

ており、コミュニティ維持の観点から、若者世帯の定住に寄与す

る優良な住宅地の確保が求められている。 

本地区計画では、無秩序な開発を防止し、周辺の田園風景や自

然環境と調和した良質な宅地を供給することによって、既存集落

のコミュニティの維持増進に寄与することを目標とする。 
土地利用の方針 周辺の田園風景や自然環境、既存集落との調和を図りつつ、優

良な低層住宅地としての土地利用を行い、その維持保全を図る。 

建築物等の整備方針 (１) 良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の

用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建蔽率、

容積率および建築物の高さの最高限度を定める。 
(２) 敷地細分化等による居住環境の悪化を防止するため、建築

物の敷地面積の最低限度を定める。 
8
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地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

の

区

分 
区分の名称 高溝六味古地区 
区分の面積 約 0.3 ha 
建築物の 
用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

(１) 建築基準法別表第二(い)の項第１号(長屋は除く。)、同項

第２号および同表(ろ)の項第２号に規定する建築物 

(２) 前号の建築物に付属するもの 
建築物の容積率

の最高限度 10分の 10 

建築物の建蔽率

の最高限度 10分の６ 

建築物の敷地面

積の最低限度 200㎡ （隅切した敷地は 180㎡） 

建築物の壁面の

位置の制限 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または

隣地境界線までの距離を 1.0ｍ以上とする。ただし、外壁の後退

距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が

建築基準法施行令第 135 条の 21 各号のいずれかに該当する場合

は除く。 

建築物の高さの

最高限度 10ｍ 

建築物の各部分

の高さ 
（北側斜線） 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に 1.25 を乗じて得たものに５ｍを加えた

もの以下とする。 

※建築基準法第３条第２項の規定により「建築物の用途の制限」、「建築物の容積率の最高限

度」、「建築物の建蔽率の最高限度」、「建築物の壁面の位置の制限」、「建築物の高さの最高限

度」または「建築物の各部分の高さ（北側斜線）」の規定の適用を受けない建築物について、

増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えをする場合においては、建築基準法第３

条第３項第３号および第４号の規定にかかわらず、上記各事項の規定は適用しない。ただし、

建築物の用途の制限については、米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例に定める範囲内とする。 
区域および地区整備計画の区域は計画図表示のとおり 
理由 別紙のとおり 
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別紙  
地 区 計 画 理 由 書  

本地区は、ＪＲ坂田駅の北東約 1.6 ㎞に位置し、県道東上坂近江線に面する、既存の住宅地と

雑種地からなる地区です。県道を挟んで南側にある既存集落の外縁にあり、地区の東、西、北側

は農地に囲まれています。 

本地区が属する高溝区は、市街化調整区域内の他の既存集落と同様、居住環境や防災上の課題

から、人口減少と高齢化が進行しており、コミュニティ維持の観点から、若者世帯の定住に寄与

する優良な住宅地の確保が求められています。 

このたび、地区計画制度を活用して既存集落外縁部に戸建住宅の建築を計画的に誘導すること

で、地域課題の解決を図るとともに、無秩序な開発を防止し、周辺の田園風景や自然環境と調和

した良質な宅地を供給することが期待されます。 

また、本市の都市計画マスタープランにおいて、市街化調整区域内の集落地については、自然

環境と調和した潤いある地域づくりを基本として、良好な居住環境の保全に努めることとしてお

り、沿道利用調整地については、市街化調整区域の性格に十分留意しながら、地域の実情に応じ

て、地区計画制度の活用等により、計画的な土地利用を検討することとしています。ついては、

本地区は同計画とも合致した計画であるといえることから、都市計画決定を行うものです。 
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総括図 

高溝六味古地区 

地区計画 約 0.3ha 

1：25,000 
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議第３号 
 

 

 

彦根長浜都市計画中多良西地区地区計画の決定（米原市決定）について（諮問） 

 

 

 

 このことについて、次のとおり米原市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米原市都市計画審議会 
会長 
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彦根長浜都市計画中多良西地区地区計画の決定（米原市決定）について（諮問）  
 

このことについて、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 19条第１項の規定に基づ

き諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米 原 市 長  平 尾 道 雄    
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彦根長浜都市計画地区計画の決定（米原市決定） 
都市計画中多良西地区地区計画を次のように決定する。  

名     称 中多良西地区地区計画 
位     置 米原市中多良字下切田 509番２外 

面     積 約 1.3 ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ米原駅の西約 1.3㎞に位置し、県道朝妻筑摩近

江線に面する、既存の宅地や農地などからなる地区である。市街

化区域に隣接し、近くには米原小学校や米原中学校といった教育

施設が立地するなど、居住環境が整った地域にある。 

地区の周囲は、幹線道路と土地改良施設（承水溝）に囲まれて

いることから、開発行為が行われてもスプロール化のおそれはな

い。一方、地区内に在る農地は、農業振興地域の整備に関する法

律に規定する農用地区域外の転用可能な農地であり、未利用地の

雑種地とともに、不良な宅地が形成されるおそれがあり、適切な

規制・誘導が求められている。 

本地区計画では、無秩序な開発を防止し、若者世帯の移住・定

住の受け皿となる住宅地の形成や居住者のための利便施設等の

計画的な配置が期待されており、地区計画を策定し、周辺の環境

と調和した良質な住宅地を形成することを目標とする。 
土地利用の方針 周辺の田園風景や自然環境との調和を図りつつ、地域住民の利

便施設を幹線道路沿いに配置し、優良な住宅地としての土地利用

を行うとともに、その維持保全を図る。 
建築物等の整備方針 (１) 良好な住宅地としての環境を保全するため、建築物の用途

および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建蔽率、容積

率および建築物の高さの最高限度を定める。 
(２) 敷地細分化等による居住環境の悪化を防止するため、建築

物の敷地面積の最低限度を定める。 
15

第28回米原市都市計画審議会議案書



地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

の

区

分 
区分の名称 中多良西地区 
区分の面積 約 1.3 ha 
建築物の 
用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

(１) 建築基準法別表第二(い)の項第１号、同項第２号、同項第３

号および同表(ろ)の項第２号に規定する建築物 

(２) 前号の建築物に付属するもの 
建築物の容積率

の最高限度 10分の 20 

建築物の建蔽率

の最高限度 10分の６ 

建築物の敷地面

積の最低限度 200㎡ （隅切した敷地は 180㎡） 

建築物の壁面の

位置の制限 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または

隣地境界線までの距離を 1.0ｍ以上とする。ただし、外壁の後退

距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が

建築基準法施行令第 135 条の 21 各号のいずれかに該当する場合

は除く。 

建築物の高さの

最高限度 12ｍ 

建築物の各部分

の高さ 
（北側斜線） 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に 1.25 を乗じて得たものに５ｍを加えた

もの以下とする。 

※建築基準法第３条第２項の規定により「建築物の用途の制限」、「建築物の容積率の最高限

度」、「建築物の建蔽率の最高限度」、「建築物の壁面の位置の制限」、「建築物の高さの最高限

度」または「建築物の各部分の高さ（北側斜線）」の規定の適用を受けない建築物について、

増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えをする場合においては、建築基準法第３

条第３項第３号および第４号の規定にかかわらず、上記各事項の規定は適用しない。ただし、

建築物の用途の制限については、米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例に定める範囲内とする。 
区域および地区整備計画の区域は計画図表示のとおり 
理由 別紙のとおり 
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別紙  
地 区 計 画 理 由 書  

本地区は、ＪＲ米原駅の西約 1.3 ㎞に位置し、県道朝妻筑摩近江線に面する、既存の宅地

や農地などからなる地区です。市街化区域に隣接し、近くには米原小学校や米原中学校とい

った教育施設が立地するなど、居住環境が整った地域にあります。 

地区の周囲は、幹線道路と土地改良施設（承水溝）に囲まれていることから、開発行為が

行われてもスプロール化のおそれはない一方、地区内に在る農地は、農業振興地域の整備に

関する法律に規定する農用地区域外の転用可能な農地であり、未利用地の雑種地とともに、

不良な宅地が形成されるおそれがあり、適切な規制・誘導が求められています。 

このたび、地区計画制度を活用して、若者世帯の移住・定住の受け皿となる住宅地の形成や

居住者のための利便施設等を計画的に誘導することで、無秩序な開発を防止するとともに、周辺

の田園風景や自然環境と調和した良質な宅地を供給することが期待されます。 

また、本市の都市計画マスタープランにおいて、市街化調整区域内の沿道利用調整地について

は、市街化調整区域の性格に十分留意しながら、地域の実情に応じて、地区計画制度の活用等に

より、計画的な土地利用を検討することとしており、集落地については、自然環境と調和した潤

いある地域づくりを基本として、良好な居住環境の保全に努めることとしています。ついては、

本地区は同計画とも合致した計画であるといえることから、都市計画決定を行うものです。 
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総括図 

中多良西地区 

地区計画 約 1.3ha 

1：25,000 
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議第４号 
 

 

 

都市計画法第 34条第 11号に基づく区域の変更について（諮問） 

 

 

 

 このことについて、次のとおり米原市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米原市都市計画審議会 
会長 
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都市計画法第 34条第 11号に基づく区域の変更について（諮問） 

 

 

 このことについて、米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例（平成 17

年米原市条例第347号）第２条第４項の規定において準用する同条第２項の規定に基づき、

意見を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米 原 市 長  平 尾 道 雄    
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都市計画法第 34条第 11号の規定に基づく指定区域を次のとおり変更する。 

 

変更する位置 別図のとおり 

変更する区域 

１ 高溝六味古地区地区計画および隣接する道路の区域（別図のとおり） 

２ 中多良西地区地区計画の区域（別図のとおり） 

３ 顔戸西川地区地区計画の区域（別図のとおり） 

４ 顔戸琵琶田地区地区計画および隣接する道路の区域（別図のとおり） 

変更の内容 指定区域から除外する。 
 

変更の理由 

 地区計画を定めようとする区域が、都市計画法第 34条第 11号に基づき市の条例で指定

する区域（以下「指定区域」という。）と重複することとなり、それぞれの区域における

建築物の用途の制限が異なるため、地区計画の決定に合わせて、重複する区域を指定区域

から除外する。 

 

変更手続 

 地区計画の決定および変更の告示と同日付けで 11号区域の変更を告示する。 
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参考 

建築物の用途の制限の比較 

高溝六味古地区 
顔戸西川地区 
顔戸琵琶田地区 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 
(１) 建築基準法別表第二(い)の項第１号(長屋は除く。)、同項第２

号および同表(ろ)の項第２号に規定する建築物 

(２) 前号の建築物に付属するもの  建築できない建築物 
 住宅（長屋は除く。）、兼用住宅および小規模店舗以外の建築物 

中多良西地区 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

(１) 建築基準法別表第二(い)の項第１号、同項第２号、同項第３号

および同表(ろ)の項第２号に規定する建築物 

(２) 前号の建築物に付属するもの  建築できない建築物 
 住宅、兼用住宅、共同住宅および小規模店舗以外の建築物 

 

指定区域 法第34条第11号に規定する開発区域およびその周辺の地域におけ

る環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定める予

定建築物等の用途は、自己の居住の用に供する住宅(建築基準法別表

第２(い)項第２号に掲げるものを含む。)以外の用途とする。  建築できない建築物 
 自己居住用一戸建住宅（兼用住宅を含む。）以外の建築物 
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                                                          0       600m 

１ 

２ 

３ 

４ 

位置図 

（都市計画法第 34 条第 11 号指定区域･第 12 号指定集落区域 区域図） 
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１ 高溝六味古地区地区計画の区域 

     
２ 中多良西地区地区計画の区域 
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３ 顔戸西川地区地区計画の区域 

     
４ 顔戸琵琶田地区地区計画の区域 
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議第５号 
 

 

 

彦根長浜都市計画顔戸西川地区および顔戸琵琶田地区 

地区計画の変更（米原市決定）について（諮問） 

 

 

 

 このことについて、次のとおり米原市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米原市都市計画審議会 
会長 

27

第28回米原市都市計画審議会議案書



  
 

 

 

彦根長浜都市計画顔戸西川地区および顔戸琵琶田地区 

地区計画の変更（米原市決定）について（諮問）  
 

このことについて、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 21条第２項の規定におい

て準用する同法第 19条第１項の規定に基づき諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米 原 市 長  平 尾 道 雄    
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彦根長浜都市計画地区計画の変更（米原市決定） 
都市計画顔戸西川地区地区計画を次のように変更する。  

名     称 顔戸西川地区地区計画 
位     置 米原市顔戸字西川 1128番外 

面     積 約 0.8 ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 
当該地区は、ＪＲ坂田駅から東に約 1.6㎞、近江公民館の南側

に位置し、顔戸区の既存集落とそこに隣接する農地からなる。 

本区の既存集落内には、建築基準法の道路に接していないため

建替えが困難な宅地、あるいは、狭隘な既存道路のため車での乗

入れが困難であったり、災害時に緊急車両が入らないといった宅

地が多く存在し、居住環境や防災面で問題を抱えている。また近

年、空家が目立ちつつあり、既存集落のコミュニティ維持の観点

から、若者層の世帯の分化に伴う自己用住宅建築のための住宅地

の確保が地域の課題となっている。 

本地区計画では、無秩序な開発を防止し、優良な宅地を供給し、

世帯の分化やＵターン、Ｉターンの受皿となることによって、若

者層の集落への定住化を促進し、既存集落のコミュニティの維持

に寄与することを目標とする。 
土地利用の方針 周辺の自然環境や既存集落の調和を図りつつ、優良な低層住宅

地としての土地利用を行い、その維持保全を図る。 
地区施設の整備方針 道路、公園については公共施設として整備する。既存道路間を

つなぐ計画区域内の幅員６ｍの道路については、地区施設とす

る。また、これらの機能および環境が損なわれないよう維持、保

全を図る。 
建築物等の整備方針 (１) 良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の

用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建蔽率、

容積率および建築物の高さの最高限度等を定める。 
(２) 敷地細分化等による居住環境の悪化を防止するため、建築

物の敷地面積の最低限度を定める。 
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地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置 
および規模 区画道路 幅員６ｍ 延長約 90ｍ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

の

区

分 
区分の名称 顔戸西川地区 
区分の面積 約 0.8 ha 

建築物の 
用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

(１) 建築基準法別表第二(い)の項第１号(長屋は除く。)、同項

第２号および同表(ろ)の項第２号に規定する建築物 

(２) 前号の建築物に付属するもの 
建築物の容積率

の最高限度 10分の 10 

建築物の建蔽率

の最高限度 10分の６ 

建築物の敷地面

積の最低限度 200㎡ （隅切した敷地は 180㎡） 

ただし、米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（以下「市条例」という。）の規定に該当する場合はこの限

りでない。 

建築物の壁面の

位置の制限 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または

隣地境界線までの距離を 1.0ｍ以上とする。ただし、外壁の後退

距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が

建築基準法施行令第 135 条の 21 各号のいずれかに該当する場合

は除く。 

建築物の高さの

最高限度 10ｍ 

建築物の各部分

の高さ 
（北側斜線） 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に 1.25 を乗じて得たものに５ｍを加えた

もの以下とする。 

※建築基準法第３条第２項の規定により「建築物の用途の制限」、「建築物の容積率の最高限

度」、「建築物の建蔽率の最高限度」、「建築物の壁面の位置の制限」、「建築物の高さの最高限

度」または「建築物の各部分の高さ（北側斜線）」の規定の適用を受けない建築物について、

増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えをする場合においては、建築基準法第３

条第３項第３号および第４号の規定にかかわらず、上記各事項の規定は適用しない。ただし、

建築物の用途の制限については、市条例に定める範囲内とする。 
「位置および区域は計画図表示のとおり」 
理由 別紙のとおり 
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別紙 
理 由  
地区整備計画における建築物の壁面の位置の制限について、制限の内容をより的確に表した文

言に改め、併せて所要の変更を行うもの。 
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彦根長浜都市計画地区計画の変更（米原市決定）新旧対照表 

新 
名     称 顔戸西川地区地区計画 
位     置 米原市顔戸字西川 1128 番外 

面     積 約 0.8 ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 
当該地区は、ＪＲ坂田駅から東に約 1.6 ㎞、近江公民館の南側

に位置し、顔戸区の既存集落とそこに隣接する農地からなる。 

本区の既存集落内には、建築基準法の道路に接していないため

建替えが困難な宅地、あるいは、狭隘な既存道路のため車での乗

入れが困難であったり、災害時に緊急車両が入らないといった宅

地が多く存在し、居住環境や防災面で問題を抱えている。また近

年、空家が目立ちつつあり、既存集落のコミュニティ維持の観点

から、若者層の世帯の分化に伴う自己用住宅建築のための住宅地

の確保が地域の課題となっている。 

本地区計画では、無秩序な開発を防止し、優良な宅地を供給し、

世帯の分化やＵターン、Ｉターンの受皿となることによって、若

者層の集落への定住化を促進し、既存集落のコミュニティの維持

に寄与することを目標とする。 
土地利用の方針 周辺の自然環境や既存集落の調和を図りつつ、優良な低層住宅

地としての土地利用を行い、その維持保全を図る。 
地区施設の整備方針 道路、公園については公共施設として整備する。既存道路間を

つなぐ計画区域内の幅員６ｍの道路については、地区施設とす

る。また、これらの機能および環境が損なわれないよう維持、保

全を図る。 
建築物等の整備方針 (１) 良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の

用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建蔽率、

容積率および建築物の高さの最高限度等を定める。 
(２) 敷地細分化等による居住環境の悪化を防止するため、建築

物の敷地面積の最低限度を定める。    

旧 
名     称 顔戸西川地区地区計画 
位     置 米原市顔戸字西川 1128 番 外 17 筆 

面     積 約 0.8 ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 
当該地区は、ＪＲ坂田駅から東に約 1.6 ㎞、近江公民館の南側

に位置し、顔戸区の既存集落とそこに隣接する農地からなる。 

本区の既存集落内には、建築基準法の道路に接していないため

建替えが困難な宅地、あるいは、狭隘な既存道路のため車での乗

入れが困難であったり、災害時に緊急車両が入らないといった宅

地が多く存在し、居住環境や防災面で問題を抱えている。また近

年、空家が目立ちつつあり、既存集落のコミュニティ維持の観点

から、若者層の世帯の分化に伴う自己用住宅建築のための住宅地

の確保が地域の課題となっている。 

本地区計画では、無秩序な開発を防止し、優良な宅地を供給し、

世帯の分化やＵターン、Ｉターンの受皿となることによって、若

者層の集落への定住化を促進し、既存集落のコミュニティの維持

に寄与することを目標とする。 
土地利用の方針 周辺の自然環境や既存集落の調和を図りつつ、優良な低層住宅

地としての土地利用を行い、その維持保全を図る。 
地区施設の整備方針 道路、公園については公共施設として整備する。既存道路間を

つなぐ計画区域内の幅員６ｍの道路については、地区施設とす

る。また、これらの機能および環境が損なわれないよう維持、保

全を図る。 
建築物等の整備方針 (１) 良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の

用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建ぺい

率、容積率および建築物の高さの最高限度等を定める。 
(２) 敷地細分化等による居住環境の悪化を防止するため、建築

物の敷地面積の最低限度を定める。  
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彦根長浜都市計画地区計画の変更（米原市決定）新旧対照表 

新 

地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置 

および規模 
区画道路 幅員６ｍ 延長約 90ｍ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

の 

区

分 

区分の名称 顔戸西川地区 
区分の面積 約 0.8 ha 

建築物の 

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 
(１) 建築基準法別表第二(い)の項第１号(長屋は除く。)、同項

第２号および同表(ろ)の項第２号に規定する建築物 

(２) 前号の建築物に付属するもの 
建築物の容積率 
の最高限度 10 分の 10 

建築物の建蔽率 
の最高限度 10 分の６ 

建築物の敷地面積

の最低限度 200 ㎡ （隅切した敷地は 180 ㎡） 

ただし、米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（以下「市条例」という。）の規定に該当する場合はこの限

りでない。 

建築物の壁面の 
位置の制限 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または

隣地境界線までの距離を 1.0ｍ以上とする。ただし、外壁の後退

距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が

建築基準法施行令第 135 条の 21 各号のいずれかに該当する場合

は除く。 

建築物の高さの 
最高限度 10ｍ 

建築物の各部分の

高さ 
（北側斜線） 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に 1.25 を乗じて得たものに５ｍを加えた

もの以下とする。 

※建築基準法第３条第２項の規定により「建築物の用途の制限」、「建築物の容積率の最高限度」、

「建築物の建蔽率の最高限度」、「建築物の壁面の位置の制限」、「建築物の高さの最高限度」ま

たは「建築物の各部分の高さ（北側斜線）」の規定の適用を受けない建築物について、増築、改

築、大規模の修繕または大規模の模様替えをする場合においては、建築基準法第３条第３項第

３号および第４号の規定にかかわらず、上記各事項の規定は適用しない。ただし、建築物の用

途の制限については、市条例に定める範囲内とする。 
「位置および区域は計画図表示のとおり」 

 

旧 

地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置 

および規模 
区画道路 幅員６ｍ 延長約 90ｍ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

の 

区

分 

区分の名称 顔戸西川地区 
区分の面積 約 0.8 ha 

建築物の 

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 
(１) 建築基準法別表第二(い)の項第１号(長屋は除く。)、同項

第２号および同表(ろ)の項第２号に規定する建築物 

(２) 前号の建築物に付属するもの 
建築物の容積率 
の最高限度 10 分の 10 

建築物の建ぺい率 
の最高限度 10 分の６ 

建築物の敷地面積

の最低限度 200 ㎡ （隅切した敷地は 180 ㎡） 

ただし、米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（以下「市条例」という。）の規定に該当する場合はこの限

りでない。 

建築物の壁面の 
位置の制限 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または

隣地境界線までの距離を 1.0ｍ以上とする。ただし、建築基準法

施行令第 135 条の 21 各号のいずれかに該当する場合はこの限り

でない。 

建築物の高さの 
最高限度 10ｍ 

建築物の各部分の

高さ 
（北側斜線） 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に 1.25 を乗じて得たものに５ｍを加えた

もの以下とする。 

※建築基準法第３条第２項の規定により「建築物の用途の制限」、「建築物の容積率の最高限度」、

「建築物の建ぺい率の最高限度」、「建築物の壁面の位置の制限」、「建築物の高さの最高限度」

または「建築物の各部分の高さ（北側斜線）」の規定の適用を受けない建築物について、増築、

改築、大規模の修繕または大規模の模様替えをする場合においては、建築基準法第３条第３項

第３号および第４号の規定にかかわらず、上記各事項の規定は適用しない。ただし、建築物の

用途の制限については、市条例に定める範囲内とする。 
「位置および区域は計画図表示のとおり」 
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総括図 

顔戸西川地区 

地区計画 約 0.8ha 

1：25,000 
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彦根長浜都市計画地区計画の変更（米原市決定） 
都市計画顔戸琵琶田地区地区計画を次のように変更する。  

名     称 顔戸琵琶田地区地区計画 
位     置 米原市顔戸字琵琶田 325番外 

面     積 約 0.9 ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 

 当該地区は、ＪＲ坂田駅から東に約 1.9㎞、おうみ認定こども

園、双葉中学校の南側に位置し、近くには近江図書館や米原市地

域包括医療福祉センターといった公益施設が集積する地区であ

り、顔戸区の既存集落に隣接した農地である。 

 本区の既存集落内には、建築基準法の道路に接していないため

建替えが困難な宅地、あるいは、狭隘な既存道路のため車での乗

入れが困難であったり、災害時に緊急車両が入らないといった宅

地が多く存在し、居住環境や防災面で問題を抱えている。また近

年、空家が目立ちつつあり、既存集落のコミュニティ維持の観点

から、若者層の世帯の分化に伴う自己用住宅建築のための住宅地

の確保が地域の課題となっている。 
 本地区計画では、無秩序な開発を防止し、優良な宅地を供給し、

世帯の分化やＵターン、Ｉターンの受皿となることによって、若

者層の集落への定住化を促進し、既存集落のコミュニティの維持

に寄与することを目標とする。 
土地利用の方針 周辺の自然環境や既存集落の調和を図りつつ、優良な低層住宅

地としての土地利用を行い、その維持保全を図る。 
地区施設の整備方針 道路、公園については公共施設として整備する。計画区域内の

幅員 12ｍの道路については、地区施設とする。また、これらの機

能および環境が損なわれないよう維持、保全を図る。 
建築物等の整備方針 （１）良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の

用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建蔽率、

容積率および建築物の高さの最高限度等を定める。 
（２）敷地細分化等による居住環境の悪化を防止するため、建築

物の敷地面積の最低限度を定める。 
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地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置 
および規模 道路 幅員 12ｍ 延長約 60ｍ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

の

区

分 
区分の名称 顔戸琵琶田地区 
区分の面積 約 0.9 ha 

建築物の 
用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

(１) 建築基準法別表第二(い)の項第１号(長屋は除く。)、同項

第２号および同表(ろ)の項第２号に規定する建築物 

(２) 前号の建築物に付属するもの 
建築物の容積率

の最高限度 10分の 10 

建築物の建蔽率

の最高限度 10分の６ 

建築物の敷地面

積の最低限度 200㎡ （隅切した敷地は 180㎡） 

建築物の壁面の

位置の制限 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または

隣地境界線までの距離を 1.0ｍ以上とする。ただし、外壁の後退

距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が

建築基準法施行令第 135 条の 21 各号のいずれかに該当する場合

は除く。 

建築物の高さの

最高限度 10ｍ 

建築物の各部分

の高さ 
（北側斜線） 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に 1.25 を乗じて得たものに５ｍを加えた

もの以下とする。 

「位置および区域は計画図表示のとおり」  
理 由  
地区整備計画における建築物の壁面の位置の制限について、制限の内容をより的確に表した文

言に改め、併せて所要の変更を行うもの。 
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彦根長浜都市計画地区計画の変更（米原市決定）新旧対照表 

新 
名     称 顔戸琵琶田地区地区計画 
位     置 米原市顔戸字琵琶田 325 番外 

面     積 約 0.9 ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 
 当該地区は、ＪＲ坂田駅から東に約 1.9 ㎞、おうみ認定こども

園、双葉中学校の南側に位置し、近くには近江図書館や米原市地

域包括医療福祉センターといった公益施設が集積する地区であ

り、顔戸区の既存集落に隣接した農地である。 

 本区の既存集落内には、建築基準法の道路に接していないため

建替えが困難な宅地、あるいは、狭隘な既存道路のため車での乗

入れが困難であったり、災害時に緊急車両が入らないといった宅

地が多く存在し、居住環境や防災面で問題を抱えている。また近

年、空家が目立ちつつあり、既存集落のコミュニティ維持の観点

から、若者層の世帯の分化に伴う自己用住宅建築のための住宅地

の確保が地域の課題となっている。 
 本地区計画では、無秩序な開発を防止し、優良な宅地を供給し、

世帯の分化やＵターン、Ｉターンの受皿となることによって、若

者層の集落への定住化を促進し、既存集落のコミュニティの維持

に寄与することを目標とする。 
土地利用の方針 周辺の自然環境や既存集落の調和を図りつつ、優良な低層住宅

地としての土地利用を行い、その維持保全を図る。 
地区施設の整備方針 道路、公園については公共施設として整備する。計画区域内の

幅員 12ｍの道路については、地区施設とする。また、これらの機

能および環境が損なわれないよう維持、保全を図る。 
建築物等の整備方針 （１）良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の

用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建蔽率、

容積率および建築物の高さの最高限度等を定める。 
（２）敷地細分化等による居住環境の悪化を防止するため、建築

物の敷地面積の最低限度を定める。  

旧 
名     称 顔戸琵琶田地区地区計画 
位     置 米原市顔戸字琵琶田 325 番 外８筆 

面     積 約 0.9 ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 
 当該地区は、ＪＲ坂田駅から東に約 1.9 ㎞、おうみ認定こども

園、双葉中学校の南側に位置し、近くには近江図書館や米原市地

域包括医療福祉センターといった公益施設が集積する地区であ

り、顔戸区の既存集落に隣接した農地である。 

 本区の既存集落内には、建築基準法の道路に接していないため

建替えが困難な宅地、あるいは、狭隘な既存道路のため車での乗

入れが困難であったり、災害時に緊急車両が入らないといった宅

地が多く存在し、居住環境や防災面で問題を抱えている。また近

年、空家が目立ちつつあり、既存集落のコミュニティ維持の観点

から、若者層の世帯の分化に伴う自己用住宅建築のための住宅地

の確保が地域の課題となっている。 
 本地区計画では、無秩序な開発を防止し、優良な宅地を供給し、

世帯の分化やＵターン、Ｉターンの受皿となることによって、若

者層の集落への定住化を促進し、既存集落のコミュニティの維持

に寄与することを目標とする。 
土地利用の方針 周辺の自然環境や既存集落の調和を図りつつ、優良な低層住宅

地としての土地利用を行い、その維持保全を図る。 
地区施設の整備方針 道路、公園については公共施設として整備する。計画区域内の

幅員 12ｍの道路については、地区施設とする。また、これらの機

能および環境が損なわれないよう維持、保全を図る。 
建築物等の整備方針 （１）良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の

用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建ぺい

率、容積率および建築物の高さの最高限度等を定める。 
（２）敷地細分化等による居住環境の悪化を防止するため、建築

物の敷地面積の最低限度を定める。 
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彦根長浜都市計画地区計画の変更（米原市決定）新旧対照表 

新 

地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置 

および規模 
道路 幅員 12ｍ 延長約 60ｍ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

の 

区

分 

区分の名称 顔戸琵琶田地区 
区分の面積 約 0.9 ha 

建築物の 

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 
(１) 建築基準法別表第二(い)の項第１号(長屋は除く。)、同項

第２号および同表(ろ)の項第２号に規定する建築物 

(２) 前号の建築物に付属するもの 
建築物の容積率 
の最高限度 10 分の 10 

建築物の建蔽率 
の最高限度 10 分の６ 

建築物の敷地面積

の最低限度 200 ㎡ （隅切した敷地は 180 ㎡） 

建築物の壁面の 
位置の制限 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または

隣地境界線までの距離を 1.0ｍ以上とする。ただし、外壁の後退

距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が

建築基準法施行令第 135 条の 21 各号のいずれかに該当する場合

は除く。 

建築物の高さの 
最高限度 10ｍ 

建築物の各部分の

高さ 
（北側斜線） 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に 1.25 を乗じて得たものに５ｍを加えた

もの以下とする。 

「位置および区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

 

旧 

地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置 

および規模 
道路 幅員 12ｍ 延長約 60ｍ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地

区

の 

区

分 

区分の名称 顔戸琵琶田地区 
区分の面積 約 0.9 ha 

建築物の 

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 
(１) 建築基準法別表第二(い)の項第１号(長屋は除く。)、同項

第２号および同表(ろ)の項第２号に規定する建築物 

(２) 前号の建築物に付属するもの 
建築物の容積率 
の最高限度 10 分の 10 

建築物の建ぺい率 
の最高限度 10 分の６ 

建築物の敷地面積

の最低限度 200 ㎡ （隅切した敷地は 180 ㎡） 

建築物の壁面の 
位置の制限 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または

隣地境界線までの距離を 1.0ｍ以上とする。ただし、建築基準法

施行令第 135 条の 21 各号のいずれかに該当する場合はこの限り

でない。 

建築物の高さの 
最高限度 10ｍ 

建築物の各部分の

高さ 
（北側斜線） 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に 1.25 を乗じて得たものに５ｍを加えた

もの以下とする。 

「位置および区域は計画図表示のとおり」 
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総括図 

顔戸琵琶田地区 

地区計画 約 0.9ha 

1：25,000 

40

第28回米原市都市計画審議会議案書



11
0
11
0
11
0

11
0
11
0
11
0

11
0
11
0
11
0
11
0

95.9795.9795.9795.9795.9795.9795.9795.9795.9795.97

96.3196.3196.3196.3196.3196.3196.3196.3196.3196.31

96.596.596.596.596.596.596.596.596.596.5

97.497.497.497.497.497.497.497.497.497.4

96.196.196.196.196.196.196.196.196.196.1

96.396.396.396.396.396.396.396.396.396.3

96.596.596.596.596.596.596.596.596.596.5

97.097.097.097.097.097.097.097.097.097.0

95.895.895.895.895.895.895.895.895.895.8

96.796.796.796.796.796.796.796.796.796.7

96.596.596.596.596.596.596.596.596.596.5

96.996.996.996.996.996.996.996.996.996.9

95.895.895.895.895.895.895.895.895.895.8

98.0398.0398.0398.0398.0398.0398.0398.0398.0398.03

98.9298.9298.9298.9298.9298.9298.9298.9298.9298.92

97.9397.9397.9397.9397.9397.9397.9397.9397.9397.93

98.1398.1398.1398.1398.1398.1398.1398.1398.1398.13

98.6398.6398.6398.6398.6398.6398.6398.6398.6398.63

97.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.71

97.0697.0697.0697.0697.0697.0697.0697.0697.0697.06

97.5397.5397.5397.5397.5397.5397.5397.5397.5397.53

97.597.597.597.597.597.597.597.597.597.5

97.597.597.597.597.597.597.597.597.597.5

99.399.399.399.399.399.399.399.399.399.3

97.197.197.197.197.197.197.197.197.197.1

96.296.296.296.296.296.296.296.296.296.2

96.696.696.696.696.696.696.696.696.696.6

97.097.097.097.097.097.097.097.097.097.0

97.797.797.797.797.797.797.797.797.797.7

97.897.897.897.897.897.897.897.897.897.8

98.398.398.398.398.398.398.398.398.398.3

97.697.697.697.697.697.697.697.697.697.6

98.698.698.698.698.698.698.698.698.698.6

98.998.998.998.998.998.998.998.998.998.9

98.498.498.498.498.498.498.498.498.498.4

98.098.098.098.098.098.098.098.098.098.0

97.197.197.197.197.197.197.197.197.197.1

15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0

18
0
18
0
18
0
18
0
18
0
18
0
18
0
18
0
18
0
18
0

140140140140140140140140140140 13
0
13
0
13
0
13
0
13
0
13
0
13
0
13
0
13
0
13
0

96.396.396.396.396.396.396.396.396.396.3
95.495.495.495.495.495.495.495.495.495.4

95.995.995.995.995.995.995.995.995.995.9

96.296.296.296.296.296.296.296.296.296.2

98.398.398.398.398.398.398.398.398.398.3

110110110110110110110110110110

112.6112.6112.6112.6112.6112.6112.6112.6112.6112.6

104.4104.4104.4104.4104.4104.4104.4104.4104.4104.4

105.6105.6105.6105.6105.6105.6105.6105.6105.6105.6

102.1102.1102.1102.1102.1102.1102.1102.1102.1102.1

119.6119.6119.6119.6119.6119.6119.6119.6119.6119.6

99.499.499.499.499.499.499.499.499.499.4

100.3100.3100.3100.3100.3100.3100.3100.3100.3100.3

98.098.098.098.098.098.098.098.098.098.0

99.999.999.999.999.999.999.999.999.999.9

103.5103.5103.5103.5103.5103.5103.5103.5103.5103.5

108.4108.4108.4108.4108.4108.4108.4108.4108.4108.4

光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺

顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔 戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸

米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米
原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原
市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近
江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江
はははははははははははははははははははははははははは
にににににににににににににににににににににににににに
わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ
館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館

米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米
原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原
市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近
江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江
地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域
福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福
祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉
セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセ
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
やややややややややややややややややややややややややや
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
らららららららららららららららららららららららららら
ぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ
スススススススススススススススススススススススススス米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米

原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原
市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立
近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近
江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江
図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図
書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書
館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館

ググググググググググググググググググググググググググララララララララララララララララララララララララララウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド

広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺

米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校

米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双双葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館

ググググググググググググググググググググググググググララララララララララララララララララララララララララウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド

道
路
界

道路界 林
道
界

林
道
界

水
路
界

道
路
界

擁壁尻

見
通
し
線
界

４・４・３０１

双葉公園

道
路
敷
界

見
通
し
界

地
番
界

水
路
界

敷
地
界

学
校

道
路
敷
界

道
路
敷
界

見通し界

見通し界

道
路
敷
界

R=
11
00

R=
11
00

R=
11
00

R=
45
0

R=
45
0

R=
50
0

３・５・４０４ （１２）１２ 〔２〕〔２〕

米原市　都市計画基本図

修正　平成24年3月（撮影　平成21年10月）

100m
縮尺　1/2500 41

道路界
水路界

水路界

水路界

水路界

市道顔戸日光寺線

市道やすらぎハウス前線

市
道
安
養
寺
宮
前
線

市
道
新
庄
中
学
校
線

計画図

凡例                           地区計画区域                           地区整備計画区域                           地区施設

第28回米原市都市計画審議会議案書



議第６号 
 

 

 

彦根長浜都市計画坂田駅周辺地区地区計画の変更（米原市決定）について（諮問） 

 

 

 

 このことについて、次のとおり米原市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米原市都市計画審議会 
会長 
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彦根長浜都市計画坂田駅周辺地区地区計画の変更（米原市決定）について（諮問）  
 

このことについて、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 21条第２項の規定におい

て準用する同法第 19条第１項の規定に基づき諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米 原 市 長  平 尾 道 雄    
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彦根長浜都市計画地区計画の変更（米原市決定） 
都市計画坂田駅周辺地区地区計画を次のように変更する。 

 

名     称 坂田駅周辺地区 地区計画 

位     置 米原市宇賀野、飯、箕浦 地先 

面     積 約９．９ｈａ 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 

本地区の土地利用については、平成 19年度に策定した米原市都市計

画マスタープランにおいて、地域の玄関口であり広域幹線道路である

国道８号米原バイパスにも近接していることから日常生活にかかわる

商業・サービス機能のほか、琵琶湖東北部圏域の発展を牽引するエリ

アとして都市機能、産業機能の強化、充実を進め、土地利用の高度化

を図ることとしている。 

このため、地区計画の策定により、建物用途の混在、あるいは敷地

の細分化による環境の悪化を防止するとともに、ゆとりと潤いのある

良好な市街地を形成し、併せて将来にわたり良好な住環境の維持、増

進を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 

本地区は、「安心安全 緑あふれる にぎわいのまち」をまちづくり

のテーマとし、人や地域資源を大切にする視点での土地利用を図り、

その特性に応じた良好な市街地の形成をめざした合理的な土地利用の

推進に努めるものとし、隣接する市街化区域との調和を図りながら、

戸建専用住宅、商業業務施設、生活利便施設等が混在し立地される土

地利用を図る。 

地区施設の整備方針 

道路、公園については公共施設地として整備する。 

計画区域内の幹線道路については、市道坂田駅停車場線の道路構造

に準ずる地区施設の整備を行う。また、これらの機能および環境が損

なわれないよう維持、保全を図る。 

建築物等の整備方針 

地区周辺住宅地の居住環境と調和を図るとともに、当地区にふさわ

しい良好な環境を形成するため、建築物の用途の制限、建ぺい率の最

高限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度を定

める。 
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地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置およ

び規模 

 幹線道路 延長約２００ｍ 幅員１５．０ｍ（両側歩道） 

幹線道路 延長約１００ｍ 幅員１１．０ｍ（片側歩道） 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区

の 

区分 

区分の

名称 
坂田駅周辺地区 

区分の

面積 
約９．９ｈａ 

建築物等の 

用途制限 

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

（１）法別表第２（に）の項第３号、第５号および第６号に規定する

建築物 

（２）法別表第２（ほ）の項第２号に規定する建築物 

（３）法別表第２（と）の項第３号および第４号に規定する建築物 

（４）法別表第２（り）の項に規定する建築物。ただし、同表（ぬ）

の項第３号（11）に掲げるものは除く。 

建蔽率の 

最高限度 
１０分の６ 

建築物の 

敷地面積の 

最低限度 

２００㎡ ただし、隅切り部は１８０㎡ 

建築物等の高

さの最高限度 

建築物の高さの最高限度は、良好な景観形成の観点から周囲の景観

と調和した高さとする。 

「位置および区域は計画図表示のとおり」 

 

理  由 

  

都市緑地法等の一部を改正する法律（平成 29年法律第 26号）の公布に伴う建築基準法（昭

和 25年法律第 201号）の一部改正により条項ずれが生じるため、地区整備計画における建築物

等の用途制限（４）について、所要の変更を行うもの。 
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彦根長浜都市計画地区計画の変更（米原市決定）総括図   

彦根長浜都市計画 

坂田駅周辺地区地区計画 

A=9.9ha 
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凡 例 

平成 22年 3 月 10 日決定区域  

平成 27年 9 月 25 日拡大区域  

地区施設  

住宅地区 住宅地区 

坂田駅周辺地区地区計画 Ａ＝9.9ha 

彦根長浜都市計画地区計画の変更（米原市決定）計画図 

1/2817（A4） 

49

第28回米原市都市計画審議会議案書



議第７号 
 

 

 

彦根長浜都市計画および米原東北部都市計画火葬場の決定（米原市決定）について（諮問） 

 

 

 

 このことについて、次のとおり米原市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米原市都市計画審議会 
会長 
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彦根長浜都市計画および米原東北部都市計画火葬場の決定（米原市決定）について（諮問）  
 

このことについて、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 19条第１項の規定に基づ

き諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米 原 市 長  平 尾 道 雄    
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彦根長浜都市計画火葬場の決定（米原市決定） 

   
都市計画火葬場を次のように決定する。  

名   称 
位 置 面 積 備 考 

番号 火葬場名 

３ 湖北広域火葬場 長浜市木尾町 約 18,500㎡ 火葬炉９基 

「位置および区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 理  由 

 

 現在、湖北広域行政事務センター（以下、「センター」という。）で管理運営されて

いる湖北広域斎場は老朽化が進むとともに、高齢化社会の進行に伴い増加する火葬需要

に対応する必要が生じていることから、必要な規模と機能を備えた施設として更新する

時期になっています。 

 このため、米原市では、米原市都市計画マスタープランにおいて、現在稼働している

湖北広域斎場（昭和 54 年 10 月竣工）をはじめ、センターで管理運営する一般廃棄物処

理施設等の都市計画施設については、稼働状況や施設の老朽化等から、湖北広域行政事

務センター施設整備に関する基本方針（平成 28年３月改訂）に基づき、効率的な稼働に

向けた再整備を検討するものと位置付けています。また、同基本方針では、住民の利便

性や施設整備の経費削減その他環境負荷の低減等から総合的に判断し、各施設を一箇所

に隣接させた施設整備計画が望ましいとして、同様にセンターが管理運営している一般

廃棄物処理施設等を含めた一極集中型で順次整備することとしています。 

 センターでは、同基本方針に基づき、平成 28年９月から建設候補地を公募され、湖北

広域行政事務センター新施設建設候補地選定委員会における建設候補地の資格判定審査

基準および相対評価審査基準に基づく選定を経て、平成 29年７月に建設用地を決定され

たところです。 

 これらのことから、住民の公衆衛生および公共福祉のため、今後必要となる火葬場に

ついて、都市計画を決定しようとするものです。 
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彦根長浜都市計画火葬場の決定（米原市決定） 

３号湖北広域火葬場 
（約 18,500㎡） 

総括図 

凡例
都市計画火葬場決定区域

1/25,000 
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彦根長浜都市計画火葬場の決定（米原市決定） 計画図 

３号湖北広域火葬場 

（約 18,500㎡） 

凡例
都市計画火葬場決定区域

1/2,500 

54

第28回米原市都市計画審議会議案書



米原東北部都市計画火葬場の決定（米原市決定） 

   
都市計画火葬場を次のように決定する。  

名   称 
位 置 面 積 備 考 

番号 火葬場名 

２ 湖北広域火葬場 長浜市木尾町 約 18,500㎡ 火葬炉９基 

「位置および区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 理  由 

 

 現在、湖北広域行政事務センター（以下、「センター」という。）で管理運営されて

いる湖北広域斎場は老朽化が進むとともに、高齢化社会の進行に伴い増加する火葬需要

に対応する必要が生じていることから、必要な規模と機能を備えた施設として更新する

時期になっています。 

 このため、米原市では、米原市都市計画マスタープランにおいて、現在稼働している

湖北広域斎場（昭和 54 年 10 月竣工）をはじめ、センターで管理運営する一般廃棄物処

理施設等の都市計画施設については、稼働状況や施設の老朽化等から、湖北広域行政事

務センター施設整備に関する基本方針（平成 28年３月改訂）に基づき、効率的な稼働に

向けた再整備を検討するものと位置付けています。また、同基本方針では、住民の利便

性や施設整備の経費削減その他環境負荷の低減等から総合的に判断し、各施設を一箇所

に隣接させた施設整備計画が望ましいとして、同様にセンターが管理運営している一般

廃棄物処理施設等を含めた一極集中型で順次整備することとしています。 

 センターでは、同基本方針に基づき、平成 28年９月から建設候補地を公募され、湖北

広域行政事務センター新施設建設候補地選定委員会における建設候補地の資格判定審査

基準および相対評価審査基準に基づく選定を経て、平成 29年７月に建設用地を決定され

たところです。 

 これらのことから、住民の公衆衛生および公共福祉のため、今後必要となる火葬場に

ついて、都市計画を決定しようとするものです。 
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米原東北部都市計画火葬場の決定（米原市決定） 

２号湖北広域火葬場 
（約 18,500㎡） 

総括図 

凡例
都市計画火葬場決定区域

1/25,000 
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米原東北部都市計画火葬場の決定（米原市決定） 計画図 

２号湖北広域火葬場 

（約 18,500㎡） 

凡例
都市計画火葬場決定区域

1/2,500 
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議第８号 
 

 

 

米原東北部都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）の 

変更（米原市決定）について（諮問） 

 

 

 

 このことについて、次のとおり米原市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米原市都市計画審議会 
会長 
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米原東北部都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）の 

変更（米原市決定）について（諮問）  
 

このことについて、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 21条第２項の規定におい

て準用する同法第 19条第１項の規定に基づき諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  平成３０年１月３０日   

米 原 市 長  平 尾 道 雄         
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米原東北部都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）の変更（米原市決定）   
米原東北部都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）、１号米原市コンポストセンタ

ーを廃止する。 

 

 

 理  由 

 

 米原市コンポストセンターは、地球温暖化、有害物質の発生および資源の枯渇などの

環境問題や化学肥料や農薬による土壌疲弊の進行に歯止めをかけるため、農業集落排水

処理施設汚泥や家庭から排出される生ごみを堆肥化することにより、ごみの減量化や脱

焼却処理による CO2 削減、農業の振興、さらには、資源循環型社会の構築を目標に、平

成 19年２月に運用を開始し、地域に貢献してきた。 

しかし、堆肥化の過程で発生する水分、湿気の影響等により、予測より機器の劣化が

著しく、大規模な修繕が必要となることに加え、搬入資材が当初計画から大きく乖離し

たため、米原市コンポストセンター運営委員会での審議を踏まえ、市では今後の事業継

続が困難であると判断し、当施設を廃止する方針が決定された。 

米原市都市計画マスタープランでは、一定の成果を得たものの、施設の稼働状況や維

持管理コストを勘案し、廃止に向けた見直しを図ることとしており、また、米原市公共

施設等総合管理計画においても、稼働を終了することとしているため、米原市コンポス

トセンターの都市計画を変更しようとするものである。 
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米原東北部都市計画ごみ処理場(一般廃棄物処理施設)の変更（米原市決定） 参考図（位置図）  

米原東北部都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設） 
１号米原市コンポストセンター A=0.75ha 
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番号 １ 施設名 米原市コンポストセンター 
図面名 参考図（詳細図） 米原東北部都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）の変更（米原市決定） 
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